
様
式
例
第
１
号
（
第

1
6
関
係
）
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
書
 

 

 
年

度
 
 
 

号
 

   
 
 
  

 
  

 
 
農

林
漁

業
の

健
全

な
発

展
と
調
和

の
と
れ

た
再
生
可

能
エ
ネ

ル
ギ
ー

電
気

の
発

電
の

促
進

に
関

す
る

 

法
律

（
平

成
２

５
年

法
律
第

８
１
号

）
第
１
６

条
第
１

項
の
規
定

に
よ

り
、

所
有

権
移

転
等

促
進

計
画

 

を
定
め

る
。

 

   

年
 

 
月

 
 

日
 

市
町

村
長

名
 

 
 

 
 

 
 

 



第
１

 
所
有
権
移
転
関
係
 
  
 
 

 
１

 
各
筆
明
細
 

整
理
番
号
 

 

所
有

権
の

移
転

を
受

け
る

者
の
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
Ａ
） 

 
（
氏
名
又
は
名
称
）
 

 （
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

所
有

権
を

移
転

す
る

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

（
Ｂ

）
  
（
氏
名
又
は
名
称
）
 

 （
住
所
）
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
有
権
を
移
転
す
る
土
地
（
Ｃ
）
 

所
有
権
の
移
転
の
内
容
（
Ｄ
）
 

農
用
地
の
所
有
権
移
 

転
に
係
る
当
事
者
 

間
の
法
律
関
係
（
Ｅ
）
 

所
有

権
を

移
転

す
る

土
地

の
 

（
Ｂ

）
以

外
の

権
原

者
等

（
Ｆ

）
 

備
考
 

所
在
 

 

地
番
 

地
 
目
 

 

面
積
 

㎡
 

所
有
権
 

の
登
記
 

の
有
無
 

利
用
 

目
的
 

所
有
権
 

の
移
転
 

時
期
 

対
価
 

円
 

対
価
の
 

支
 
払
 

方
 
法
 対

価
の
 

支
 
払
 

期
 
限
 

引
渡
の
 

時
 
期
 

住
所
 

氏
名
又
は

名
称
 

権
原
の
 

種
 
類
 

大
字
 
字
 

現
況
 登

記
簿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ
の
計
画
に
同
意
す
る
。
 

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者
 

所
有
権
を
移
転
す
る
者
 

所
有
権
を
移
転
す
る
者
以
外
の
者
で
所
有
権
を
移
転
す
る
土
地
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
 

使
用
収
益
権
を
有
す
る
者
 

 住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 

（
記

載
注
意
）
 
（
１

）
 

こ
の

各
筆

明
細

は
、
所

有
権
の

移
転
の

当
事
者

ご
と

に
別
葉
と

す
る
。
所

有
権
の

移
転
を
受
け

る
者

が
同

一
で

、
所

有
権

を
移

転
す

る
者

が
異

な
る

場
合

に
は

、
整

理
番

号
に

枝
番

を
付

し
て

整
理

す
る
。

 

（
２

）
 

（
Ａ

）
欄

及
び

（
Ｂ

）
欄

の
「

他
の
各

筆
明
細

の
整

理
番
号
」

は
、
（
Ａ
）

欄
及
び

（
Ｂ
）
欄

に
掲

げ
る

者
の

同
一

公
告

に
係

る
計

画
の

他
の

各
筆

明
細

の
整

理
番

号
を

記
載

す
る

。
 

（
３

）
 

（
Ｃ

）
欄

は
、

大
字

別
に
記
載

す
る
。

 

（
４

）
 
（

Ｃ
）
欄

の
「

面
積

」
は

、
土
地

登
記
簿

に
よ
る

も
の
と
し
、
土

地
登
記

簿
の
地

積
が
著
し
く

事
実

と
相

違
す

る
場

合
及

び
土

地
登

記
簿

の
地

積
が

な
い

場
合

に
は

、

実
測

面
積

を
（

 
）

書
き

で
下

段
に
２
段

書
き
す

る
。

 

（
５

）
 

（
Ｃ

）
欄

の
「

所
有

権
の
登
記

の
有
無

」
は
、

土
地

登
記
簿
の

表
題
部

に
所
有

者
の

記
載
が
あ

る
場

合
に

は
（

表
）

と
、

所
有

権
の

登
記

が
あ

る
場

合
に

は
（

所
）

と
、

未
登

記
の

場
合

に
は

（
未

）
と
記
載

す
る
。

 



（
６

）
 
（

Ｄ
）
欄

の
「

利
用

目
的

」
は
、
所
有
権

の
移
転

に
よ
る
当
該

土
地
の

利
用
目

的
（

例
え
ば
水

田
と

し
て

利
用

、
普

通
畑

と
し

て
利

用
、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

発

電
設

備
と

し
て

利
用

、
農

林
漁

業
関
連
施

設
と
し

て
利
用

、
開

発
し
て
樹

園
地
と

し
て
利

用
等

）
を

記
載

す
る

。
 

（
７

）
 
（

Ｄ
）
欄

の
「

対
価

」
は
当
該

土
地
の

移
転
の

対
価
（
立
木
等

の
額
を

算
入
し

た
と

き
は
そ
の

合
計

額
。
な

お
、
こ

の
場

合
に

は
備

考
欄

に
そ

の
種

類
、
数

量
等

を

記
載

す
る

。）
の

額
を

記
載

す
る
。
な
お

、
交
換

の
場
合

で
交

換
差
金
を

伴
う
と

き
に
は

、
そ

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

（
８

）
 

（
Ｅ

）
欄

は
、

所
有

権
移
転
に

係
る
土

地
が
農

用
地

の
場
合
に

、
当
事

者
間
の

法
律

関
係
を
「

売
買

」
等

と
記

載
す

る
。

 

（
９

）
 

（
Ｆ

）
欄

は
、（

Ｂ
）

欄
以

外
の
権
原

者
が
い

な
い

と
き
は
記

入
を
要

し
な
い

。
 

（
1
0
）

 
「

備
考

」
欄

は
、

次
の

事
項
を

記
載
す

る
。

 
①

 
土
地

登
記

簿
に

所
有

権
以
外
の
権
利
に
関
す
る
事
項
（
例
え
ば
抵
当
権
の
登
記
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
 

②
 
対

価
を

分
割

払
い

の
方

法
に
よ
り
支

払
う
場

合
に
あ

っ
て

は
、
各
支

払
期
日

ご
と
の

支
払

金
額

 

  
２
 
共
通
事
項
 

 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
所
有
権
の
移
転
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
（
１
）
 
所
有
権
以
外
の
権
利
の
消
滅
 

所
有
権
を
移
転
す
る
土
地
に
第
三
者
の
た
め
の
担
保
物
権
等
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
所
有
権
を
移
転
す
る
者
（
譲
渡
人
甲
）
は
当
該
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
 

該
権
利
が
登
記
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
所
有
権
の
移
転
時
期
ま
で
に
そ
の
登
記
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
２
）
 
租
税
公
課
の
負
担
 

 
 
 
 
 
所
有
権
を
移
転
す
る
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
、
土
地
改
良
賦
課
金
等
は
、
そ
の
所
有
権
の
移
転
時
期
の
属
す
る
年
度
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
人
甲
が
負
担
す
る
。
 

 
 
 
 
（
市
町
村
が
嘱
託
に
よ
り
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
）
 

 
（
３
）
 
所
有
権
の
移
転
の
登
記
 

 
 
 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
の
登
記
は
、
所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者
（
譲
受
人
乙
）
の
請
求
に
よ
り
、
市
町
村
の
嘱
託
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
譲
渡

人
甲
は
こ
れ
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
４
）
 
経
費
の
負
担
 

 
 
 
 
 
所
有
権
の
移
転
の
登
記
に
要
す
る
経
費
は
、
譲
受
人
乙
が
負
担
す
る
。
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
人
甲
及
び
譲
受
人
乙
が
協
議
し
て
決
め
る
。
 
 

 
（
５
）
 
法
律
関
係
の
解
除
 

 
 
 
 
 
譲
渡
人
甲
又
は
譲
受
人
乙
は
、
相
手
方
が
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
律
関
係

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
６
）
 
所
有
権
取
得
者
の
責
務
 

 
 
 
 
 
譲
受
人
乙
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
所
有
権
の
移
転
を
受
け
た
土
地
を
効
率
的
か
つ
適
正
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
７
）
 
取
消
権
の
留
保
 

所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
公
告
後
の
事
情
変
更
に
よ
り
所
有
権
移
転
等
促
進
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
は
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
８
）
 
そ
の
他
 

 
 
 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
の
な
い
事
項
及
び
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
譲
渡
人
甲
、
譲
受
人
乙
及
び
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
。
 

  （
記
載
注
意
）
 
こ
れ
は
、
記
載
例
で
あ
る
の
で
、
所
有
権
の
移
転
の
内
容
等
に
応
じ
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
 



 
３
 
所
有
権
の
移
転
等
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等
 

 

整
理
番
号
 

 
氏
名
又
は
名
称
 

 
性
別
 

 
年
齢
 

 
農
作
業
従
事
日
数
 

日
  

所
有

権
の

移
転
 

等
を

受
け

る
 

土
地

の
面

積
 

（
Ａ

）
 

 
㎡
 所

有
権
の
移
転
等
を
受
け
る
者
が
耕
作
又
は
 

養
蓄
の
事
業
に
供
し
て
い
る
農
用
地
の
面
積
 

（
Ｂ
）
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  

 
  

 
 
 ㎡

 
所
有
権
の

移
転
等
を

受
け
る
者

の
主
た
る

経
営
作
目
 

（
Ｃ
）
 

所
有

権
の

移
転

等
を

受
け

る
者

の
世

帯
員

等
の

農
作

業
従

事
及

び
 

雇
用

労
働

力
の

状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

Ｄ
）
 所

有
権
の
移
転
等
 

を
受
け
る
者
の
主
 

な
家
畜
の
飼
養
の
 

状
況
 
 
 
（
Ｅ
）
  所

有
権
の
移
転
等
 

 を
受
け
る
者
の
主
 

 な
農
機
具
の
所
有
 

 の
状
況
 
 
（
Ｆ
）
 

 

 
所
有
地
 

借
入
地
 
  経

営
地
 

  ①
＋
④
 

 
  

氏
 
 
名
 

年 齢 

性 別 

続 柄 

従
事
日
数
 

備
考
 

種
類
 

数
量
 

種
類
 

数
量
 

自
 

作
 

地
 

①
 

貸
 

付
 

地
 

②
 

そ
 

の
 

他
 

③
 

耕
 

作
 

地
 

④
 

そ
 

の
 

他
 

⑤
 

田
 

 
田
 

 
 

 
 

 
 

 
世 帯 員 等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

畑
 

 
畑
 

 
 

 
 

 
 

樹
園

地
 

 
樹

園
地
  

 
 

 
 

 
常 雇 

 
 

 
 

 
 

採
草
 

放
牧

地
 

 
採

草
 

放
牧

地
  

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
そ

の
他
  

 
 

 
 

 
季
節
・
臨
時
雇
 

 
年
間
延
日
数
 
男
 
 
日
、
女
 
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
記
載
注
意
）
 

（
１
）
 
所
有
権
の
移
転
等
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等
の
記
載
は
、
同
一
公
告
に
係
る
計
画
書
中
に
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
関
係
中
に
そ
の

記
載
が
あ
れ
ば
、
他
は
そ
の
記
載
を
要
し
な
い
。
 

（
２
）
 
（
Ａ
）
欄
は
、
同
一
公
告
に
係
る
計
画
に
よ
っ
て
、
所
有
権
の
移
転
等
が
２
つ
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
合
算
し
て
面
積
を
記
入
す
る
。
 

な
お
、「

そ
の
他
」
に
は

、
混
牧
林
地
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
・
農
林
漁
業
関
連
施
設

の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
、
開
発
し
て
農
用
地
の
用
に
供
さ

れ
る
土
地
又
は
開
発
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
・
農
林
漁
業
関
連
施
設
の
用

に
供
さ
れ
る
土
地
の
別
に
そ
の
面
積
を
記
載
す
る
。
 

 



 
（

３
）
 
（
Ｂ
）
欄
の
、「

自
作

地
」
欄
に
は
所
有
権
に
基
づ
き
現
に
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
に
供
し
て
い
る
も
の
を
、「

所
有
権
」
の
う
ち
の
「
そ
の
他
」
欄
に
は

農
業
経
営
を
委
託
し
て
い
る
も
の
及
び
不
耕
作
地
等
そ
の
所
有
者
そ
の
他
及
び
そ
の
世
帯

員
等
に
よ
り
現
に
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
に
供
さ
れ
て
い
な
い

も

の
を
、「

借
入
地
」
の
う
ち
の
「
そ
の
他
」
欄
に
は
所
有
権
以
外
の
権
原
を
有
す
る
土
地
で
こ
れ
ら
の
者
に
よ
り
現
に
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
に
供
さ
れ
て
い

な
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
。「

そ
の
他
」
欄
に
記
載
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
欄
外
余
白
に
付
記
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
 
（
Ｃ

）
欄

は
、

主
た

る
経
営
作
目
を
「
水
稲
」
、「

果
樹
」
、
「
野
菜
」
、
「
養
豚
」、
「
養
鶏
」
、「

酪
農
」
、「

肉
用
牛
」
、
「
施
設
園
芸
」
等
と
記
載
す
る
。
 

（
５
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
備
考

」
に
は
、
そ
の
農
業
経
営
に
必
要
な
農
作
業
が
あ
る
限
り
そ
の
農
作
業
に
常
時
従
事
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
記
載
す
る
。

 
（
６
）
 
（
Ｆ
）
欄
の
「
農
機

具
の
所
有
状
況
」
に
は
、
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
記
入
し
、
そ
の
性
能
等
で
き
る
限
り
詳
細
に
記
入
す
る
。

 
（

７
）
 
所
有
権
の
移
転
等
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等
の
記
載
事
項
の
全
て
が
農
地
台
帳
に
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
農
地
台
帳
の
整
理
番
号

氏
名
又
は
名
称
、
性
別
、
年
齢
、
農
作
業
従
事
日
数
の
み
の
記
載
に
か
え
る
こ
と
が
で
き

る
（
農
地
台
帳
の
整
理
番
号
は
、「

氏
名
又
は
名
称
」
欄
に
所
有
権

の
移
転
等
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
と
併
せ
て
記
載
す
る
。
）。

 

    



第
２
 
地
上
権
設
定
関
係
  

 
１
 
各
筆
明
細
 

 

整
理
番
号
 

 

地
上
権
の
設
定
を
受
け
る
者
の
氏
名
 

又
は

名
称

及
び

住
所

（
Ａ

）
 

（
氏
名
又
は
名
称
）
 

（
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

地
上

権
を

設
定

す
る

者
の

氏
名
 

又
は

名
称

及
び

住
所

（
Ｂ

）
 

（
氏
名
又
は
名
称
）
 

（
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
上
権
を
設
定
す
る
土
地
（
Ｃ
） 

設
定
す
る
地
上
権
（
Ｄ
）
 

農
用

地
の

地
上

権
設

定
に

係
る

当
事

者
間

の
法
律
関
係
（
Ｅ
）
 地

上
権

を
設

定
す

る
土

地
の

（
Ｂ

）
以

外
の
 

権
原
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
Ｆ
）
 

備
考
 

所
在
 

地
番
 現

況
 

地
目
 面

積
 

㎡
 
利

用
権
 

の
種

類
 

内
容
 

始
期
 

存
続

期
間
 

（
終

期
）
 

地
代
 

地
代

の
支
 

払
方

法
 

住
所
 

氏
名
又
は
名
称
 権

原
の
 

種
類
 

大
字
 
字
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ
の
計
画
に
同
意
す
る
。
 

 
 
 
地
上
権
の
設
定
を
受
け
る
者
 

 
 
 
地
上
権
を
設
定
す
る
者
 

 
 
 
地
上
権
を
設
定
す
る
者
以
外
の
者
で
利
用
権
を
設
定
す
る
土
地
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
 

使
用
収
益
権
を
有
す
る
者
 

 
住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 

（
記
載
注
意
）
 

 （
１
）
 
こ
の
各
筆
明
細
は
、
地
上
権
設
定
の
当
事
者
ご
と
に
別
葉
と
す
る
。
地
上
権
の
設
定
を
受
け
る
者
が
同
一
で
、
地
上
権
を
設
定
す
る
者
が
異
な
る
場
合
に
は

整
理
番
号
に
枝
番
を
付
し
て
整
理
す
る
。
 

（
２
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
内
容
」
は
、
地
上
権
の
設
定
に
よ
る
当
該
土
地
の
利
用
目
的
（
例
え
ば
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
と
し
て
利
用
）
及
び
当
該
地
上
権

に
附
帯
す
る
条
件
等
を
記
載
す
る
。
 

（
３
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
存
続
期
間
（
終
期
）」

は
、「

○
年
」
又
は
「
○
○
年
○
○
月
○
○
日
（

始
期
）
か
ら
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
」
と
記
載
す
る
。
 

（
４
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
地
代
」

は
、
当
該
土
地
の
１
年
分
の
地
代
（
期
間
借
地
の
場
合
に
は
、
１
年
の
う
ち
利
用
期
間
に
係
る
分
の
地
代
）
の
額
を
記
載
す
る
。
 

（
５
）
 
（

Ｄ
）
欄
の
「

地
代

の
支
払
方
法
」
は
、
地
代
の
支
払
期
限
と
支
払
方
法
（
例
え
ば
、
毎
年
○
月
○
○
月
ま
で
に
○
○
農
協
の
○
○
名
義
の
貯
金
口
座
に
振

り
込
む
等
）
を
記
載
す
る
。
  
 

（
６
）
 
そ
の
他
は
、
第
１
の
１
の
記
載
注
意
と
同
じ
。
 

 
 



２
 
共
通
事
項
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
地
上
権
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
（
１
）
 
地
代
の
支
払
猶
予
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
地
上
権
を
設
定
す
る
者
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
地
上
権
の
設
定
を
受
け
る
者
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
、
地
代
の
支
払
期

限
ま
で
に
借
賃
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
日
ま
で
に
そ
の
支
払
を
猶
予
す
る
。
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
（
２
）
 
租
税
公
課
の
負
担
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
甲
は
、
目
的
物
に
対
す
る
固
定
資
産
税
そ
の
他
の
租
税
を
負
担
す
る
。
 

 
（
３
）
 
取
消
権
の
留
保
 

所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
公
告
後
の
事
情
変
更
に
よ
り
所
有
権
移
転
等
促
進
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
は
所
有
権
移
転
等
促
進
計
 

画
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
４
）
 
法
律
関
係
の
解
除
 

 
 
 
 
 
甲
又
は
乙
は
、
相
手
方
が
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
律
関
係
を
解
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 
 
 
 

 
（
５
）
 
地
上
権
の
目
的
物
の
返
還
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
地
上
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
そ
の
満
了
の
日
か
ら
○
○
日
以
内
に
、
甲
に
対
し
て
目
的
物
を
原
状
に
回
復
し
て
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 不

可
抗
力
、
修
繕
又
は
改
良
行
為
に
よ
る
形
質
の
変
更
又
は
目
的
物
の
通
常
の
利
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
形
質
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
乙
は
、
原
状
回
復
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
 
  

 
（
６
）
 
地
上
権
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
地
上
権
に
関
す
る
事
項
は
変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
、
乙
、
及
び
市
町
村
が

協
議
の
上
、
真
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  

 
（
７
）
 
地
上
権
取
得
者
の
責
務
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
乙
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
目
的
物
を
効
率
的
か
つ
適
正
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

 
（
８
）
 
そ
の
他
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
の
な
い
事
項
及
び
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、
乙
及
び
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
。
 
 
 
  
 
 
  
 
  

 
 
 

（
記
載
注
意
）
 
こ
れ
は
、
記
載
例
で
あ
る
の
で
、
所
有
権
の
移
転
の
内
容
等
に
応
じ
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
 

 （
３
 
地
上
権
の
設
定
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等
）
 

 
第
１
の
３
と
同
じ
。
 



第
３
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
設
定
関
係
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  

 
１
 
各
筆
明
細
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 

整
理
番
号
 

 
 賃

借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
 

 設
定
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
 

 び
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
Ａ
）
 

（
氏
名
又
は
名
称
）
 

 （
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
 

 設
定
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
 

 所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
Ｂ
）
 

（
氏
名
又
は
名
称
）
 

 （
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
 

利
）
を
設
定
す
る
土
地
（
Ｃ
）
 

設
定
す
る
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
（
Ｄ
）
 

農
用

地
の

賃
借

権
等

の
設

定
に

係
る

当
事

者
間

の
法

律
関
係
（
Ｅ
）
 

 賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
設
定
 

 す
る
土
地
の
（
Ｂ
）
以
外
の
権
原
者
等
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
（
Ｆ
）
 

備
 考

 

所
 
在
 

地
番
 
現
況
 

地
目
 
面
積
 

㎡
 

権
利
 

の
種
類
 

内
容
 

始
期
 

存
続
期
間
 

（
終
期
）
 

借
賃
 

借
賃
の
支
 

払
方
法
 

住
 
所
 

氏
名
又
は
 

名
 
 
称
 

権
原
の
 

種
 
類
 

大
字
 
字
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ
の
計
画
に
同
意
す
る
。
 

 
 
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
設
定
を
受
け
る
者
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 
 
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
設
定
す
る
者
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 
 
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
設
定
す
る
者
以
外
の
者
で
賃
借
権
（
使
用
貸
借
 

 
 
 
に
よ
る
権
利
）
を
設
定
す
る
土
地
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
使
用
収
益
権
を
有
す
る
者
  
  
  
  
住
 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 

（
記
載
注
意
）
 

（
１
）
 

こ
の
各
筆
明
細
は
、
賃

借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
設
定
の
当
事
者
ご
と
に
別
葉
と
す
る
。
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
設
定
を
受
け
る
者

が
同
一
で
、
賃
借
権
（
使

用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
設
定
す
る
者
が
異
な
る
場
合
に
は
整
理
番
号
に
枝
番
を
付
し
て
整
理
す
る
。
 

（
２
）
 
（
Ｃ
）
欄
の
「
面
積
」
は
、
土
地
登
記
簿
に
よ
る
も
の
と
し
、
土
地
登
記
簿
の
地
積
が
著
し
く
事
実
と
相
違
す
る
場
合
、
登
記
簿
の
地
積
が
な
い
場
合
及
び

土
地
改
良
事
業
に
よ
る
一
時
利
用
の
指
定
を
受
け
た
土
地
の
場
合
に
は
、
実
測
面
積
を
（
 
）
書
き
で
下
段
に
２
段
書
き
す
る
。
な
お
、
１
筆
の
一
部
に
つ
い
て

賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
が
設
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
○
○
○
○
㎡
の
う
ち
○
○
○
㎡
と
記
載
し
、
当
該
部
分
を
特
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
図
面
を
添

付
す
る
と
も
に
、
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
。
 

（
３
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
権
利
の
種
類
」
は
、
「
賃
借
権
」
又
は
「
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
」
と
記
載
す
る
。
 

  



 
 （

４
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
内
容
」
は
、
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
設
定
に
よ
る
当
該
土
地
の
利
用
目
的
（
例
え
ば
水
田
と
し
て
利
用
、
普
通
畑
と
し
て
利

用
、
樹
園
地
と
し
て
利
用
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
と
し
て
利
用
、
農
林
漁
業
関
連
施
設
と
し
て
利
用
）
を
記
載
し
、
水
田
裏
作
を
目
的
と
す
る
賃
貸

借
等
の
場
合
に
は
そ
の
利
用
期
間
を
併
記
す
る
。
 

（
５
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
存
続
期
間
（
終
期
）
」
は
、
「
○
年
」
又
は
「
○
○
年
○
○
月
○
○
日
（
始
期
）
か
ら
○
○
年
○
○
月
○
○
日
ま
で
」
と
記
載
す
る
。
 

（
６
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
借
賃
」
は
、
当
該
土
地
の
１
年
分
の
借
賃
（
期
間
借
地
の
場
合
に
は
、
１
年
の
う
ち
利
用
期
間
に
係
る
分
の
借
賃
）
の
額
を
記
載
す
る
。
 

（
７
）
 
（
Ｄ
）
欄
の
「
借
賃
の
支
払
方
法
」
は
、
借
賃
の
支
払
期
限
と
支
払
方
法
（
例
え
ば
、
毎
年
○
月
○
○
月
ま
で
に
○
○
農
協
の
○
○
名
義
の
貯
金
口
座
に
振

り
込
む
等
）
を
記
載
す
る
。
 

（
８
）
 
そ
の
他
は
、
第
１
の
１
の
記
載
注
意
と
同
じ
。
 

  
２
 
共
通
事
項
  

 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
利
用
権
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
（
１
）
 
借
賃
の
支
払
猶
予
 

 
 
 
 
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
設
定
す
る
者
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
設
定
を
受
け
る
者
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
が
災

 
 
 
 
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
、
借
賃
の
支
払
期
限
ま
で
に
借
賃
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
日
ま
で
に
そ
の
支
払
を
猶
予
す
る
。

 
 （

２
）
 
解
約
権
の
留
保
の
禁
止
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
甲
及
び
乙
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
存
続
期
間
の
中
途
に
お
い
て
解
約
す
る
権
利
を
有
し
な
い
。
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
（
第
２
案
）
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
（
３
）
 
解
約
に
当
た
っ
て
の
相
手
方
の
同
意
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
甲
及
び
乙
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
存
続
期
間
の
中
途
に
お
い
て
解
約
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
相
手
方
の
同
意
を
得
る
も
の

と
す
る
。
 

 
（
３
）
 
転
貸
又
は
譲
渡
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
乙
は
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
に
協
議
し
た
上
、
甲
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
目
的
物
を
転
貸
し
、
又
は
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 
  
 
 
  
  

 
（
４
）
 
修
繕
及
び
改
良
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
ア
 
甲
は
、
乙
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
目
的
物
の
損
耗
に
つ
い
て
、
自
ら
の
費
用
と
責
任
に
お
い
て
修
繕
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 甲

に
お
い
て
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
甲
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
乙
が
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
乙
が
修
繕
の
費
用
を
支
出
し
た
と
き
は
、 

 
 
 
 
 
  
 
 
 甲

に
対
し
て
そ
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
イ
 
乙
は
、
甲
の
同
意
を
得
て
目
的
物
の
改
良
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
改
良
が
軽
微
で
あ
る
場
合
に
は
甲
の
同
意
を
要
し
な
い
。
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  

 
（
５
）
 
租
税
公
課
の
負
担
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
ア
 
甲
は
、
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
目
的
物
に
対
す
る
固
定
資
産
税
そ
の
他
の
租
税
を
負
担
す
る
。
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
イ
 
乙
は
、
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
目
的
物
に
係
る
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
８
５
号
）
に
基
づ
く
共
済
掛
金
及
び
賦
課
金
を
負
担
す
る
。
 

ウ
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
目
的
物
に
係
る
土
地
改
良
区
の
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
甲
及
び
乙
が
別
途
協
議
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
負
担
す
る
。
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
  

 
（
６
）
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
目
的
物
の
返
還
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
ア
 
利
用
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
そ
の
満
了
の
日
か
ら
○
○
日
以
内
に
、
甲
に
対
し
て
目
的
物
を
原
状
に
回
復
し
て
返
還
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 不

可
抗
力
、
修
繕
又
は
改
良
行
為
に
よ
る
形
質
の
変
更
又
は
目
的
物
の
通
常
の
利
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
形
質
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
乙
は
、
原
状
回
復
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
 
  

 
 
 
 
イ
 
乙
は
、
目
的
物
の
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
有
益
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
返
還
時
に
増
価
額
が
現
存
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
甲
の
選
択
に
従
い
、
そ
の
支
出
し
た
額
又
は
増
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 価

額
（
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
に
基
づ
く
土
地
改
良
事
業
に
よ
り
支
出
し
た
有
益
費
に
つ
い
て
は
、
増
価
額
）
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
ウ
 
イ
に
よ
り
有
益
費
の
償
還
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
甲
及
び
乙
の
間
で
有
益
費
の
額
に
つ
い
て
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
甲
及
び
乙
双
方
の
申
出
に
基
づ
き
市
町
村
が
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 認

定
し
た
額
を
、
そ
の
費
や
し
た
金
額
又
は
増
価
額
と
す
る
。
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
エ
 
乙
は
、
イ
に
よ
る
場
合
そ
の
他
法
令
に
よ
る
権
利
の
行
使
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
目
的
物
の
返
還
に
際
し
、
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
返
還
の
代
償
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
（
７
）
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
に
関
す
る
事
項
は
変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

甲
、
乙
、
及
び
市
町
村
が
協
議
の
上
、
真
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  



 
（
８
）
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
取
得
者
の
責
務
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
乙
は
、
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
目
的
物
を
効
率
的
か
つ
適
正
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 （

９
）
 
取
消
権
の
留
保
 

所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
公
告
後
の
事
情
変
更
に
よ
り
所
有
権
移
転
等
促
進
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
は
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
10
）
 
そ
の
他
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
の
な
い
事
項
及
び
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
、
乙
及
び
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
。
 

  （
３
 
賃
借
権
（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
設
定
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等
）
 

 
第
１
の
３
と
同
じ
。
 



第
４
 
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
移
転
関
係
  

 
１
 
各
筆
明
細
  

 

整
理
番
号
 

 
 地

上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
 

 権
利
）
の
移
転
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
 

 は
名
称
及
び
住
所
  

 
（
Ａ
）
 

（
氏
名
又
は
名
称
）
 

 （
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
 

 権
利
）
を
移
転
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
 

 称
及
び
住
所
  

 
（
Ｂ
）
 

（
氏
名
又
は
名
称
）
 

 （
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に

よ
る

権
利

）
を

移
転

す
る

土
地

（
Ｃ
）
 

 移
転
す
る
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
（
Ｄ
） 

農
用

地
の

地
上

権
等

の
移

転
に

係
る

当
事

者
間

の
法

律
関
係
（
Ｅ
）
 

地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）

を
移
転
す
る
土
地
の
（
Ｂ
）
以
外
の
権
原
者

等
（
Ｆ
）
 

備
考
 

所
在
 

地
番
 
現
況
 

地
目
 面

積
 

㎡
 
権

利
の
 

種
類
 

内
容
 

始
期
 

存
続

期
間
 

（
終

期
）
 

借
賃
 

地
代

（
借
 

賃
）

の
支
 

払
方

法
 

住
所
 

氏
名
又
は
名
称
 権

原
の
 

種
類
 

大
字
 
字
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
こ
の
計
画
に
同
意
す
る
。
 

 
 
 
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
移
転
を
受
け
る
者
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 住

 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 
 
 
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
移
転
す
る
者
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 住

 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

 
 
 
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
移
転
す
る
者
以
外
の
者
で
地
上
権
（
使
用
 

  
  
  
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
移
転
す
る
土
地
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
使
用
収
益
権
を
有
す
る
者
  
  
 住

 
 
 
所
（
同
上
）
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
 
○
○
 

（
記
載
注
意
）
 
 
第
２
の
１
及
び
第
３
の
１
の
記
載
注
意
と
同
じ
。
 

  
２
 
共
通
事
項
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
こ
の
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
は
、
１
の
各
筆
明
細
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
所
有
権
移
転

等
促
進
計
画
の
定
め
の
な
い
事
項
及
び
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
に
関
し
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
地
上
権
（
賃
借
権
・
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
を
移
転
す
る
者
、
地
上
権
（
賃
借
権
・

使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
移
転
を
受
け
る
者
及
び
市
町
村
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
  

  （
３
 
地
上
権
（
賃
借
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
）
の
移
転
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等
）
 

 
第
１
の
３
と
同
じ
。
 



 

 

様式例第２号（第６条関係） 

 

○○協議会規約（例） 

 

令和○年○月○日制定 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この協議会は、○○協議会（以下「協議会」という。）と称する 。 

 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、○県○市○（○庁舎内○階）に置く。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電

気の発電の促進に関する法律（平成 25 年法律第 81 号。次条第１号において「法

」という。）第６条第１項の規定に基づき、同法第５条第１項に規定する農林

漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による

農山漁村の活性化に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）の作成

及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。 

 

（協議） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議す

る。 

 一 法第５条第２項及び第３項に規定する基本計画の記載事項の内容 

二 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネ

ルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展

に資する取組に関する協議会の構成員の役割分担 

三 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法（昭和 27 年

法律第 229 号）第５条第２項第１号ロに掲げる農地又は採草放牧地（農地法施

行令（昭和 27 年政令第 445 号）第 13 条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。

）の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備

整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容 

四 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確

保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤

去及び原状回復に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実

施に関すること 

２ 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができ

る。 

一 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネ

ルギーの活用方法 



 

 

二 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の

設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業

者等、地域住民、地元の施工業者等の参加 

三 小水力発電における農業用水の利用に関する調整等再生可能エネルギー発

電事業に関する権利調整 

 

（備考）第１項第３号については該当する場合に記載。 

 

第２章 構成員等 

（協議会の構成員） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。 

一 ○○市（町、村） 

二 ○○（再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者） 

三 ○○（農林漁業者） 

四 ○○（農林漁業団体） 

五 ○○（関係住民） 

六 ○○（学識経験者） 

七 その他協議会が必要と認める者 

                    

（届出） 

第６条 構成員は、その氏名又は住所（構成員が団体の場合には、その名称、所

在地又は代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届

け出なければならない。 

 

第３章 役員等 

（役員の定数及び選任） 

第７条 協議会に次の役員を置く｡ 

一 会 長 １名 

二 副会長 ○名 

三 監 事 ○名 

２ 前項の役員は、第５条の構成員の中から総会において選任する｡ 

３ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない｡ 

 

（役員の職務） 

第８条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する｡ 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長

が欠けたときは、その職務を行う。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する｡また監事は、監査を行ったときは、その結

果を協議会に報告しなければならない。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、○年とし、再任を妨げないものとする｡  



 

 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする｡ 

 

（任期満了又は辞任の場合） 

第 10 条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が

就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。 

 

（役員の解任） 

第 11 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の承認を

経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その

会議の開催の日の○日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知

し、かつ、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。 

一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき｡ 

二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。 

 

第４章 会議 

（会議の招集） 

第 12 条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長

となる。 

２ 会長は、構成員の○分の一以上の者から会議の請求があるときは、会議を招

集しなければならない｡ 

３ 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付す

べき事項をあらかじめ構成員に通知しなければならない｡ 

 

（会議の運営） 

第 13 条 会議は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない｡ 

２ 構成員は、都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報

告することにより、代理の者を出席させることができる。 

３ 会議の議事は原則として出席者全員の合意形成が図られることをもって決す

るものとする。 

４ 協議会は、構成員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 

 

（議事録） 

第 14 条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

一 開催日時及び開催場所 

二 構成員の現在数、当該会議に出席した構成員数及び当該会議に出席した構

成員の氏名 

三 議案 

四 議事の経過の概要及びその結果 

３ 議事録は、第２条の事務所に備え付けておかなければならない。 

４ 議事録は原則として公表することとし、事務局で閲覧させるとともにホーム

ページに掲示することによりこれを行う｡ただし、個人情報、法人その他の団体



 

 

や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合、特定の者に不利益が

生ずるおそれがあるものは非公表とするものとする。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第 15 条 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協

議結果を尊重しなければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第 16 条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。 

２ 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く｡ 

３ 事務局長は、会長が任命する｡ 

４ 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する｡ 

 

（書類及び帳簿の備付け） 

第 17 条 協議会は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付け

ておかなければならない。 

 一 協議会規約及び前条各号に掲げる規定 

 二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

 三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

 四 その他前条各号に掲げる規定に基づく書類及び帳簿 

 

第６章 会計 

（事業年度） 

第 18 条 協議会の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わる。 

 

第７章 協議会規約の変更、協議会が解散した場合の措置等 

（規約の変更等） 

第 19 条 この規約を変更する場合には、会議において出席者の承認を経るものと

する。 

２ 基本計画の一部変更等に伴い、構成員を除名し規約変更する場合は、第 11 条

に準じ、会議の承認を必要とする 

 

（協議会の解散） 

第 20 条 協議会を解散する場合は、構成員の○分の○以上の同意を得なければな

らない。 

 

（協議会が解散した場合の措置） 

第 21 条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切

り、会長であった者がこれを決算する。 

 

第８章 雑則 



 

 

（細則） 

第 22 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会

長が別に定める。 

 

附 則 

 この規約は、令和○年○月○日から施行する。 

 



様式例第３号（第６条関係） 

 

 

   協議会において協議が調った事項について 

 

 

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す

る法律第６条第１項に基づき組織した協議会において、下記の事項について協議会の

協議が調ったので、公表する。 

 

 

 

記 

 

１ 取組内容 

 

２ 取組を行う地域・土地の所在 

 

３ 取組期間 

 

４ 取組に関わる者の役割分担 

 

 

 

 ※協議内容に関連する資料は別添のとおり。 

 

 

 

 



様式例第４号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

  殿 

 

 

 

          市町村長       

 

 

   設備整備計画に係る認定通知書 

 

 令和  年  月   日付けで申請のあった設備整備計画については、農林漁業

の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第７

条 第４項の規定に基づく○○知事の同意を得た上で、同条 第３項の規定に基づき、

認定をします。 

 

また、下記の者が本認定に係る設備整備計画に従って同法第７条第３項第２号に規

定する再生可能エネルギー発電設備等（以下「再生可能エネルギー発電設備等」とい

います。）の用に供することを目的として下記に係る農地を農地以外のものにする場

合には、同法第９条第１項の規定により、農地法第４条第１項の許可があったものと

みなされます。（※１） 

  

記 

 

１ 農地を転用する者の住所等 

氏名 住所 

  

 

２ 土地の所在等 

土地の所在 

 

地 番 

 

地  目 面積 

（㎡） 

備 考 

 登記簿 現 況 

      

      

      

      

 

３ 再生可能エネルギー発電設備等の種類 

 



また、下記の者が本認定に係る設備整備計画に従って法第７条第３項第２号に規定

する再生可能エネルギー発電設備等（以下「再生可能エネルギー発電設備等」といい

ます。）の用に供することを目的として下記に係る農用地を農用地以外のものにする

ためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合

には、同法第９条第２項の規定により、農地法第５条第１項の許可があったものとみ

なされます。（※２） 

 

記 

 

１ 当事者の住所等 

当事者の別 氏名 住所 

譲 受 人   

譲 渡 人   

 

２ 土地の所在等 

 

土地の所在 

 

 

 

 

地 番 

 

 

 

 

地  目 

 

 

面積 

（㎡） 

 

 

権利を設定し、又は移転

しようとする契約の内容 

 

備 考 

 

 

 
登記簿 

 

現 況 

 

権利の種類 権利の設定・

移転の別 

        

        

        

        

 

３ 再生可能エネルギー発電設備等の種類 

 

（備考） 

 １ 下線部分 は、設備整備計画の認定に際して、農林漁業の健全な発展と調和のと

れた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第７条第４項の規定に基

づく協議を行った場合（認定に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギ

ー発電設備等の整備に係る行為が同項第２号に掲げる行為に該当する場合を除

く。）に、記載する。 

 ２ ※１二重下線部分は、認定に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギ

ー発電設備等の整備に係る行為が農地法第４条第１項の許可を受けなければなら

ない行為に該当する場合に、＊２波線部分は同法第５条第１項の許可を受けなけ

ればならない行為に該当する場合に、それぞれ記載する。 

 ３ 記については、農地を転用する者又は譲受人ごとに欄を繰り返し設けて記載す

る。 

 ４ 別添として、本通知に係る設備整備計画の写しを添付する。 



様式例第５号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

  殿 

 

 

 

          市町村長       

 

 

   設備整備計画に係る不認定通知書 

 

 令和  年  月   日付けで申請のあった設備整備計画については、下記の理

由により農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進

に関する法律第７条第３項の規定に基づく認定をしないものとします。 

 

記 

 

認定をしない理由 

 

(注) 

 １ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第４条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３ヶ月以内に、市町村長に対して審査請求書（同法第 19 条第２項各号に掲げる事

項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合には、同法同条第４項に掲げる事項

を含みます。）を記載しなければなりません。）を提出して審査請求をすること

ができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６ヶ月以内に、市を被告として（市長が被告の代表者と

なります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合

には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過し

た後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。  



様式例第６号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

  環境大臣 

 都道府県知事 殿 

 海岸管理者 

 

 

          市町村長       

 

 

   設備整備計画の認定について（協議） 

 

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す

る法律第７条第１項の規定に基づき、令和  年  月   日付けで下記の者から

別添写しのとおり認定の申請があった設備整備計画に関し、同設備整備計画に記載さ

れた再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が同条第４項第○号に掲げる行

為に該当するものであるため、同項の規定に基づき、協議する。 

 なお、本協議に対し、同意をしないとき又は同意に条件を付するときは、その理由

及び条件を回答書に付記するようお願いする。 

 

 

記 

 

１ 住所： 

２ 氏名： 

 

 

（備考） 

 １ 別添として申請に係る設備整備計画の申請書及びその添付書類の写しを添付す

る。 

 ２ 通知文に設備整備計画の認定に係る協議が農林漁業の健全な発展と調和のとれ

た再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第７条第４項各号に掲げら

れたいずれの号に係るものであるかを明記した上で、設備整備計画の申請書のう

ち、別表３－１から別表３－６までについては、同項の規定により協議すること

とされている者に係るものの写しを添付する。 

 ３ 設備整備計画の添付書類のうち、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可

能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関

する省令第１条第２項第５号から第 11 号までに掲げる書類については、別表３－

１から別表３－６までのうちの写しを添付するものに係るものの写しを添付する。 



様式例第７号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

  環境大臣 

 都道府県知事 殿 

 海岸管理者 

 

 

          市町村長       

 

 

   農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促 

   進に関する法律第７条第４項に規定する同意後の設備整備計画の認定に係 

   る通知 

 

 貴殿から令和  年  月   付け○○○○第○○号で同意のあったこのことに

ついて、別添写しのとおり、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギ

ー電気の発電の促進に関する法律第７条第３項の規定に基づく認定をしたため、その

旨通知する。 

 

 

 

（備考） 

  別添として、認定通知書の写しを添付する。 



様式例第８号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

  環境大臣 

 都道府県知事 殿 

 海岸管理者 

 

 

          市町村長       

 

 

   農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促 

   進に関する法律第７条第４項に規定する同意後の設備整備計画の不認定に 

   係る通知 

 

 貴殿から令和  年  月   付け○○○○第○○号で同意のあったこのことに

ついて、別添写しのとおり、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギ

ー電気の発電の促進に関する法律第７条第３項の規定に基づく認定をしなかったため、

その旨通知する。 

 

 

 

（備考） 

  別添として、不認定通知書の写しを添付する。 



様式例第９号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 市町村長 殿 

 

環境大臣 

都道府県知事     

海岸管理者 

 

 

   設備整備計画の認定について（回答） 

 

 令和  年  月   日付け○○○○第○○号で協議のあった標記の件について

は、協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係

る行為が農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進

に関する法律第７条 第５項第１号に掲げる 要件に該当するものであると認めるので、

同意をする。 

 

（備考） 

 １ 下線部分は、協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設

備等の整備に係る行為が、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネル

ギー電気の発電の促進に関する法律（以下「法」という。）第７条第４項第１号

に掲げる行為であって、当該行為が農地法第４条第１項の許可を受けなければな

らない場合には記載するものとし、当該行為が農地法第５条第１項の許可を受け

なければならない場合には下線部分を「第５項第２号に掲げる」とし、当該行為

が法第７条第４項第３号に掲げる行為である場合には下線部分を「第７項第１号

に定める」とし、当該行為が同項第４号に掲げる行為である場合には下線部分を

「第７項第２号に定める」とし、当該行為が同項第５号に掲げる行為である場合

には下線部分を「第７項第３号に定める」とし、当該行為が同項第６号に掲げる

行為である場合には下線部分を「第８項に規定する」とし、当該行為が同項第７

号又は第８号に掲げる行為（自然公園法第 20 条第３項の許可に係るものに限

る。）である場合には下線部分を「第６項に規定する」とし、当該行為が同項第

９号に掲げる行為である場合には下線部分を「第７項第４号に定める」と書き換

えるものとする。 

 ２ 協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に

係る行為が、法第７条第４項第７号又は第８号に掲げる行為（自然公園法第 33 条

第１項の届出に係るものに限る。）である場合には、様式例第 11 号を用いるもの

とする。 



様式例第 10 号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 市町村長 殿 

 

環境大臣 

都道府県知事     

海岸管理者 

 

 

   設備整備計画の認定について（回答） 

 

 令和  年  月   日付け○○○○第○○号で協議のあった標記の件について

は、協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係

る行為が、下記のとおり、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー

電気の発電の促進に関する法律第７条 第５項第１号に掲げる 要件に該当するもので

あると認められないので、同意をしない。 

 

記 

 

同意をしない理由 

 

（備考） 

 １ 下線部分は、協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設

備等の整備に係る行為が、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネル

ギー電気の発電の促進に関する法律（以下「法」という。）第７条第４項第１号

に掲げる行為であって、当該行為が農地法第４条第１項の許可を受けなければな

らない場合には記載するものとし、当該行為が農地法第５条第１項の許可を受け

なければならない場合には下線部分を「第５項第２号に掲げる」とし、当該行為

が法第７条第４項第３号に掲げる行為である場合には下線部分を「第７項第１号

に定める」とし、当該行為が同項第４号に掲げる行為である場合には下線部分を

「第７項第２号に定める」とし、当該行為が同項第５号に掲げる行為である場合

には下線部分を「第７項第３号に定める」とし、当該行為が同項第６号に掲げる

行為である場合には下線部分を「第８項に規定する」とし、当該行為が同項第７

号又は第８号に掲げる行為（自然公園法第 20 条第３項の許可に係るものに限

る。）である場合には下線部分を「第６項に規定する」とし、当該行為が同項第

９号に掲げる行為である場合には下線部分を「第７項第４号に定める」と書き換

えるものとする。 

 ２ 協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に

係る行為が、法第７条第４項第７号又は第８号に掲げる行為（自然公園法第 33 条

第１項の届出に係るものに限る。）である場合には、様式例第 12 号を用いるもの

とする。 



様式例第 11 号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 市町村長 殿 

 

 

環境大臣 

都道府県知事     

 

 

 

   設備整備計画の認定について（回答） 

 

 令和  年  月   日付け○○○○第○○号で協議のあった標記の件について

同意をする。 

 

 

 

 

 

（備考） 

  協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係

る行為が、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の

促進に関する法律第７条第４項第７号又は第８号に掲げる行為（自然公園法第 33 条

第１項の届出に係るものに限る。）である場合に使用するものとする。 



様式例第 12 号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 市町村長 殿 

 

 

環境大臣 

都道府県知事     

 

 

 

   設備整備計画の認定について（回答） 

 

 令和  年  月   日付け○○○○第○○号で協議のあった標記の件について

同意をしない。 

 

記 

 

同意をしない理由 

 

 

 

 

 

（備考） 

  協議に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係

る行為が、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の

促進に関する法律第７条第４項第７号又は第８号に掲げる行為（自然公園法第 33 条

第１項の届出に係るものに限る。）である場合に使用するものとする。 



様式例第 13 号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

 

 

       都道府県知事       

 

 

   設備整備計画の認定に係る協議に対する同意について（協議） 

 

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す

る法律第７条第４項の規定に基づき、令和  年  月   日付け○○○○第○○

号で○○市町村長から協議のあった設備整備計画について、同項の同意をしようとす

るので、同条第９項の規定に基づき、協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

 １ 別添として申請に係る設備整備計画の申請書及びその添付書類の写しを添付す

る。 

 ２ 設備整備計画の申請書のうち、別表３－１から別表３－６までについては、別

表３－１の写しのみ添付し、別表３－２から別表３－６までは省略する。 

 ３ 設備整備計画の添付書類のうち、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可

能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関

する省令第１条第２項第５号から第 11 号までに掲げる書類については、同項第５

号に掲げる書類の写しを添付する。 



（別紙） 

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 

第７条第９項の規定による協議に係る事案の概要書  
 

 都道府県名  
申請者の住所等   譲  受  人 住所  氏名 

  譲  渡  人 住所  氏名            外  名 
 
 
申請に係る土地 

  所     在 
  地     番 

           市町 
                      郡村                                    外   筆 

  地 目 別 面 積        田 ㎡ 畑 ㎡ 採草放牧地 ㎡ その
他 

㎡ 

10ａ当たり 
平均収穫高 

田 
 

 
Kg 

畑 
 

 
Kg 

採草放牧地  
Kg 

当該市町村の
平 均 

 
Kg 

権利を設定し、又は移
転しようとする契約の
内容 

  権利の種類  権利の設定・移転の別  権利の設定・移転の時期  権利の存続期間  
  設  定  ・  移  転 

 
   

農 地 の 区 分  
 許可基準に定める農地の区分 

の該当事項 
 

該当事項とした判断理由 
（申請に係る農地の営農条件 
及び周辺の市街地化の状況を 
記載すること） 

 

転用候補地内
の農地の区分
別面積及びそ
の割合 

 区分 農用地区域内農地 甲種農地 第１種農地 第２種農地 第３種農地 農地の合計面積 （参考)全体面積 
発電設
備 

面積           ㎡         ㎡      ㎡            ㎡             ㎡ 
割合           ％         ％         ％ ％    100％ 

農林漁
業関連
施設 

面積 ㎡ ㎡         ㎡         ㎡      ㎡            ㎡             ㎡ 
割合 ％ ％         ％         ％         ％  ％    100％ 

合計 面積 ㎡ ㎡         ㎡         ㎡      ㎡            ㎡             ㎡ 
割合 ％ ％         ％         ％         ％ ％    100％ 

特定土地改良
事業等関係 

事 業 の 種 類 事 業 施 行 者 施 行 面 積  申請地に関係 
する面積 

施 行 時 期 申請地に関係する 
   土地改良財産 

      

申請に係る土地と都市計画
との関係 

都市計画区域決定の有無              計画区域内         計画区域外   （告示   年  月  日） 
都市計画法第８条の地域地区
の決定 

地域地区の種類  
決定なし 

申請に係る土地と農業振興
地域整備計画との関係 

農業振興地域決定の有無              振興地域内         振興地域外     （告示   年  月  日） 
農 用 地 区 域 決 定 の 有 無              農用地区域内       農用地区域外    （決定   年  月  日） 

転用目的  
転用目的に係
る事業又は施
設の概要 

  名称 設備等の数 建設面積 所要面積 
発電設
備 

 土地造成                       ㎡ 
 建 築 物                     ㎡ ㎡ 
 工 作 物   ㎡ ㎡ 
 合  計   ㎡ ㎡ 

農林漁
業関連
施設 

 土地造成                       ㎡ 
 建 築 物                     ㎡ ㎡ 
 工 作 物   ㎡ ㎡ 
 合  計   ㎡ ㎡ 

合計  土地造成                       ㎡ 
 建 築 物                     ㎡ ㎡ 
 工 作 物   ㎡ ㎡ 
 合  計   ㎡ ㎡ 

転用事業の実施の確実性の概要及び周辺農地への被
害を防除するための措置等の妥当性の概要 
 
 

 

農業上の土地利用との調整を了している場合等にお
いては、その概要 

 

農地法第４条第２項又は第５条第２項の規定により
許可できない場合に該当しないことの説明 
 

 

付すべき条件 
 
 

 

協議に際して特記すべき事項 
 

 



（備考） 

 １ 「農地の区分」欄には、「農地法の運用について」（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21
農振第 1598 号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。以下「運用通知」という。）第２の１
に規定する農用地区域内農地、甲種農地、第１種農地、第２種農地又は第３種農地の別を記載す
る。 

 ２ 「農地の区分」欄の「許可基準に定める農地の区分の該当事項」欄には、運用通知の区分に従
い、例えば、第１種農地にあっては「運用通知第２の１のイの(ｱ)のａ」のように、第２種農地に
あっては「運用通知第２の１のオの(ｱ)のａの(a)」のように記載する。 

 ３ 「農業上の土地利用との調整を了している場合等においては、その概要」欄には、調整した土
地利用計画等の名称、調整経緯等を記載する。 

 ４ 「協議に際して特記すべき事項」欄については、都道府県知事が同意の可否の決定に際し特に
協議しておくべき事項を記載する。 

 



様式例第 14 号（第８条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

 

  殿 

 

 

          市町村長       

 

 

   設備整備計画の認定取消通知書 

 

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関す

る法律第７条第３項の規定に基づき、令和  年  月   日付け○○○○第○○

号により認定した設備整備計画については、下記の理由によりその認定を取り消しま

す。 

  

記 

 

認定を取り消す理由 

 

(注) 

 １ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第４条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３ヶ月以内に、市町村長に対して審査請求書（同法第 19 条第２項各号に掲げる事

項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した

場合又は代理人によって審査請求をする場合には、同法同条第４項に掲げる事項

を含みます。）を記載しなければなりません。）を提出して審査請求をすること

ができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６ヶ月以内に、市を被告として（市長が被告の代表者と

なります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、そ

の審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

   なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合

には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過し

た後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。 



様式例第 15 号（第８条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

  環境大臣 

 都道府県知事 殿 

 海岸管理者 

 

 

          市町村長       

 

 

   農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促 

   進に関する法律第７条第４項に規定する同意後の設備整備計画の認定の取 

   消しに係る通知 

 

 令和  年  月   付け○○○○第○○号により貴殿から同意を得て農林漁業

の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第７

条第３項の規定に基づき令和  年  月   日付け○○○○第○○号により認定

をした設備整備計画については、別添写しのとおり、その認定を取り消したので、通

知する。 

 

 

 

（備考） 

  別添として設備整備計画の認定取消通知書の写しを添付する。 



様式例第 16 号（第８条関係） 

 

 

設備整備計画の軽微な変更に係る届出書 

 

 

                              年  月  日 

 

 

 市町村長 殿 

 

 

申請者 

                   住 所 

                   氏 名                    

 

 

 

 令和  年  月   付け○○○○第○○号で認定を受けた設備整備計画につい

て、下記のとおり変更したので、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネ

ルギー電気の発電の促進に関する法律第８条第２項の規定に基づき、届け出ます。 

 

記 

 

１ 軽微な変更の内容 

新 旧 

 

 

 

 

 

２ 変更理由 

 

３ 変更日 

 

（備考） 

 １ 「申請者」には、再生可能エネルギー発電設備等の整備を行う全ての者を記載

すること。 

 ２ 申請者が法人又は法人でない団体である場合にあっては、「住所」には「主た

る事務所の所在地」を、「氏名」には「名称及び代表者の氏名」を記載すること。 

 ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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